
地域公共交通確保維持事業（地域の実情に応じた生活交通の確保維持）
○地域間幹線バス交通・地域内フィーダー交通
・地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両購入を支援
・過疎地域等のコミュニティバス・デマンドタクシー・自家用有償旅客運送等の運行や車両
購入を支援
・賃上げ等のための運賃改定を実施する事業者に対する支援強化

○エリア一括協定運行（自治体との協定のもと、交通事業者が一定のエリアを一括して
運行）
・エリア一括協定運行を実施する場合における長期安定的な支援

○離島航路・離島航空路
・離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である、離島航路・離島航空路の運航等
を支援

○交通DX・GXによる省人化・経営改善支援
 ・地域交通事業者によるDX・GXによる利便性向上や人材確保に資する取組を支援

地域公共交通確保維持改善事業

地域公共交通調査等事業（持続可能な地域公共交通の実現に向
けた計画の策定）
○ 公共交通のマスタープランである「地域公共交通計画」の策定に資す
る調査等

○ バリアフリー化促進のためのマスタープラン・基本構想策定に係る調査
○ ローカル鉄道に係る官民共創による公共交通再構築を促すため、
協議会の開催、調査事業、実証事業を支援（地域公共交通再構
築調査事業）

地域公共交通バリア解消促進等事業（快適で安全な公
共交通の実現）
○ バリアフリー化のためのノンステップバス・福祉タクシーの導
入、鉄道駅における内方線付点状ブロックの整備

○ 経営基盤の脆弱な地域の鉄道の施設・車両の更新
○ 障害者用ICカードの導入等
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地域公共交通確保維持改善事業の概要

令和6年度概算決定額
20,805百万円（前年度1.01倍）



地域公共交通確保維持事業 （陸上交通：地域内フィーダー系統補助）

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、幹線バス等の地域間交通ネットワークと密接な地
域内のバス交通・デマンド交通の運行について支援。

○ 補助対象事業者

地域公共交通活性化再生法に基づく協議会（※）

○ 補助対象経費
補助対象系統に係る経常費用から経常収益を控除した額

補助内容
○ 補助率 １／２以内

○ 主な補助要件

市町村等が定めた地域公共交通計画に位置付けられた系統であり（※)、

  ・一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、

 自家用有償旅客運送者による運行であること

 ・補助対象地域間幹線バス系統等に接続するフィーダー系統であること

  ・新たに運行を開始するもの又は公的支援を受けるものであること

  ・路線定期運行の場合、輸送量が２人／１回以上であること

  ・経常赤字であること

補助対象系統のイメージ
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地域をまたがる地域間幹線バス交通
赤字バス系統（地域間幹線補助対象）

Ａ町 Ｂ市

地域をまたがる地域間交通ネットワーク
黒字バス系統・鉄軌道等（補助対象外）
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過疎地域等
交通不便地域

接続

地域内のバス交通 ・デマンド（区域）交通 ・乗用タクシー
（地域内フィーダー系統補助対象）

※専ら政令市等が運行支援を行うもの及びその運行区域の全てが政令市等の区域内であるものは除外
※交通不便地域は、地方運輸局長等が指定する地域
※乗用タクシーは、過去に乗合バス事業等による乗合旅客の運送を行っていた地域であって、乗用タクシー以外の輸送手段が無いと地方運輸局長が認めた地域に限る
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※令和6年度までは経過措置により、バス事業者等も補助対象とすること、
また、令和2年度以前の生活交通確保維持改善計画等による申請も可能。
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